
「その他留意事項」 

 

○公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応 

公的研究費の不正な使用及び不正な受給（以下「不正使用等」という。）については、

「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」（平成２０年１２月３日経済産業省

策定。以下「不正使用等指針」という。※１）及び「補助金交付等の停止及び契約に係

る指名停止等の措置に関する機構達」（平成１６年４月１日１６年度機構達第１号。Ｎ

ＥＤＯ策定。以下「補助金停止等機構達」という。※２）に基づき、当機構は資金配分

機関として必要な措置を講じることとします。あわせて本事業の事業実施者も研究機関

として必要な対応を行ってください。 

本事業及び府省等の事業を含む他の研究資金において、公的研究費の不正使用等があ

ると認められた場合、以下の措置を講じます。 

（※１）「不正使用等指針」についてはこちらをご参照ください：経済産業省ホーム

ページ http://www.meti.go.jp/press/20081203006/20081203006.html 

（※２）「補助金停止等機構達」についてはこちらをご覧ください：ＮＥＤＯホーム

ページ http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu/index.html 

 

（１） 本事業において公的研究費の不正使用等があると認められた場合 

① 当該研究費について、不正の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還して

いただくことがあります。 

② 「不正な使用」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業

への応募を制限します。 

（不正使用等指針に基づき、不正の程度などにより、原則、当該研究費を返還し

た年度の翌年度以降２～５年間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達

に基づき、不正があったと認定した日から最大６年間の補助金交付等の停止の措

置を行います。） 

③ 「不正な受給」を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、当機構の事業

への応募を制限します。 

（不正使用等指針に基づき、原則、当該研究費を返還した年度の翌年度以降５年

間の応募を制限します。また、補助金停止等機構達に基づき、不正があったと認

定した日から最大６年間の補助金交付等の停止の措置を行います。） 

④ 府省等他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対象者

等について情報提供します。このことにより、不正使用等を行った者及びそれに

共謀した研究者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金への応募が制限され

る場合があります。また、府省等他の資金配分機関からＮＥＤＯに情報提供があ

った場合も同様の措置を講じることがあります。 

⑤ 他府省の研究資金において不正使用等があった場合にも①～③の措置を講じる

ことがあります。 

http://www.meti.go.jp/press/20081203006/20081203006.html
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（２）「公的研究費の不正な使用等の対応に関する指針」（平成２０年１２月３日経済

産業省策定）に基づく体制整備等の実施状況報告等について 

    本事業の（補助／契約）に当たり、各研究機関では標記指針に基づく研究費の

管理・監査体制の整備が必要です。 

    体制整備等の実施状況については、報告を求める場合がありますので、求めた

場合、直ちに報告するようにしてください。なお、当該年度において、既に、府

省等を含め別途の研究資金への応募等に際して同旨の報告書を提出している場

合は、この報告書の写しの提出をもって代えることができます。 

    また、当機構では、標記指針に基づく体制整備等の実施状況について、現地調

査を行う場合があります。 

 

○研究活動の不正行為への対応 

研究活動の不正行為（ねつ造、改ざん、盗用）については「研究活動の不正行為への

対応に関する指針」（平成１９年１２月２６日経済産業省策定。以下「研究不正指針」

という。※３）及び「研究活動の不正行為への対応に関する機構達」（平成２０年２月

１日１９年度機構達第１７号。ＮＥＤＯ策定。以下「研究不正機構達」という。※４）

に基づき、当機構は資金配分機関として、本事業の事業実施者は研究機関として必要な

措置を講じることとします。そのため、告発窓口の設置や本事業及び府省等他の研究事

業による研究活動に係る研究論文等において、研究活動の不正行為があると認められた

場合、以下の措置を講じます。 
（※３）研究不正指針についてはこちらをご参照ください：経済産業省ホームページ 

http://www.meti.go.jp/press/20071226002/20071226002.html 

 （※４）研究不正機構達についてはこちらをご参照ください：ＮＥＤＯホームページ 

     http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu/index.html 

 

（１）本事業において不正行為があると認められた場合 

①当該研究費について、不正行為の重大性などを考慮しつつ、全部又は一部を返還し

ていただくことがあります。 

②不正行為に関与した者に対し、当機構の事業への翌年度以降の応募を制限します。 

（応募制限期間：不正行為の程度などにより、原則、不正があったと認定された年

度の翌年度以降２～１０年間） 

③不正行為に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文等の責任者として

の注意義務を怠ったことなどにより、一定の責任があるとされた者に対し、当機構

の事業への翌年度以降の応募を制限します。 

（応募制限期間：責任の程度等により、原則、不正行為があったと認定された年度

の翌年度以降１～３年間） 

④ 府省等他の資金配分機関に当該不正行為に関する措置及び措置の対象者等につい

 

http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu/index.html


 

て情報提供します。このことにより、不正行為に関与した者及び上記③により一

定の責任があるとされた者に対し、府省等他の資金配分機関の研究資金による事

業への応募が制限される場合があります。また、府省等他の資金配分機関からＮ

ＥＤＯに情報提供があった場合も同様の措置を講じることがあります。 

⑤ ＮＥＤＯは不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象と

なった者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称、当該

研究費の金額、研究内容、不正行為の内容及び不正の認定に係る調査結果報告書

などについて公表します。 

 

（２）過去に国の研究資金において不正行為があったと認められた場合 

国の研究資金において、研究活動における不正行為があったと認定された者（当該

不正行為があったと認定された研究の論文等の内容について責任を負う者として

認定された場合を含む。）については、研究不正指針に基づき、本事業への参加が

制限されることがあります。 

 

なお、本事業の事業実施者は、研究不正指針に基づき研究機関として規定の整備

や受付窓口の設置に努めてください。 

 

○ＮＥＤＯにおける研究不正等の告発受付窓口 

ＮＥＤＯにおける公的研究費の不正使用等及び研究活動の不正行為に関する告発・相

談及び通知先の窓口は以下のとおりです。 

 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 検査・業務管理部 

〒２１２－８５５４ 神奈川県川崎市幸区大宮町１３１０ 

電話番号 ：０４４－５２０－５１３１ 

ＦＡＸ番号：０４４－５２０－５１３３ 

電子メール：helpdesk-2@nedo.go.jp 

ホームページ：http://www.nedo.go.jp/itaku-gyomu/kokuhatu/index.html 

（電話による受付時間は、平日：9時30分～12時00分、13時00分～18時00分です。） 
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